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運 航 基 準 

 

第 １ 章   目   的 

(目 的) 

第 1 条  この基準は、安全管理規程に基づき、横浜港・川崎港における航路の船舶の 

運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。 

 

第 ２ 章  運航の可否判断 

(発航の可否判断) 

第 2 条  船長は、発航前に運航の可否判断を行い、発航地及び入港地港内の気象・海

象が次に掲げる条件の一に達している又は達するおそれがあると認めるとき

は、発航を中止しなければならない。 

 

港名・気象・海象 

航路 

港 名 風 速 波 高 視 程 

不定期航路 横 浜 港 内 15m/s 以上 1m 以上 300m 以下 

定期航路 横浜・川崎港内 13m/s 以上 1m 以上 300m 以下 

 

２ 船長及び運航管理者は、発航予定時刻の 1 時間前時点及び発航予定時刻直前 

の 15 分前時点に、前項の気象・海象に関する情報や予報について、次に掲げる 

とおり入手すること。 

 

港・地点名 

情報の入手元 

風速 波高 視程 

横浜港 Windy、海上保安庁、

気象庁天気予報 

海上保安庁、気象庁天

気予報 

アースウェザー 

川崎港 同上  同上 同上 
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３  不定期航路において船長は、発航前に航行中に遭遇する気象・海象(視程を除 

く。)に関する情報を確認し、次に掲げる条件に達するおそれがあるときは、運 

航を中止しなければならない。 

風 速 15m/s 以上 波 高 1m 以上 

 

また、山の内橋梁及び新港橋、汽車道など橋下を通過する航路における現地確 

認の結果、次に掲げる条件に達していると認めるときは運航を中止しなければ

ならない。 

山の内橋梁及び新港橋、汽車道など 

橋下における船上の空間 

３０c m 以下 

４ 監督官庁からの指示による運航停止(津波警報等) 

５ 運航管理員は、発航の中止が決定されたときは、乗船待客にその旨を知らせな 

くてはならない。 

 

(基準航行の中止) 

第 3 条  船長は、基準航行を継続した場合、船体の動揺等により安全な運航が困難と 

なるおそれがあると認められるとき、または視程が 300ｍ以下となったとき、 

山の内橋梁及び新港橋、汽車道など橋下を通過する航路においては船上空間  

30ｃｍ以下を認めたときは、基準航行を中止し、減速、変針、基準経路の変更 

その他適切な措置をとらなければならない。 

 

(運航の可否判断の記録) 

第 4 条  運航管理者及び船長は、運航の可否判断（判断に至った気象・海象・水象（風 

速、視程及び波高）情報を含む）、運航中止の措置及び協議の内容を運航の可否 

判断記録簿及び航海日誌に記録し、最後に記録された日から１年間保存するも 

のとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における運航 

継続の措置については判断理由を記録すること。記録は適時まとめて記録して 

もよい。 
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（運航の可否判断の手順図） 

第 ４ 条の 2  本章各条に規定する運航の可否判断の手順をまとめた図は別紙のとお 

りとする。 

 

第 ３ 章  船舶の航行 

(航海当直配置等) 

第 ５ 条  船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。 

変更する場合も同様とする。 

(1)  出入港配置 

(2)  航海当直配置 

(3)  緊急時の配置 

 

(運航基準図等) 

第 ６ 条  運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は当該 

事項のうち必要と認める事項について、運航基準図の分図、別表等を作成して 

運航の参考に資するものとする。 

(1) 基準経路（発着場の位置、針路、変針点等） 

(2) 地形、水深、潮（水）流等から、航行上、特に留意すべき個所 

(3) その他航行の安全を確保するために必要な事項 

 

(基準経路) 

第 ７ 条  基準経路は、運航基準図に記載する常用基準経路のとおりとする。 

２ 可航区域の最短経路をとることを原則とするが、特に次の事項に留意する 

ものとする。 

不定期航路 

(1) 横浜航路・鶴見航路・川崎航路・京浜運河の航行は管制信号を確認し、 

他船の動静に十分留意して航行すること。 

(2)  航路の横切りはできる限り直角に行うこと。 

(3)   航路内航行中の他船の航行に支障を与えないこと。 

定期航路 

(1) 横切りはできる限り直角に行うこと。 

(2) 航路内航行中の他船の航行に支障を与えないこと。 

(3) 山の内橋梁及び新港橋、汽車道橋手前４０ｍでいつでも停船可能な 

状態とし、橋柱上の標識により船上空間を確認する。 

(イ) 行き合い船の場合、２０ｍ本船から離れたとき。 
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(ロ) 先行船の場合は、山の内橋梁及び新港橋、汽車道橋を通過した後 

(4)  山の内橋梁及び新港橋、汽車道橋下の航行は最微速にて航行する。 

(5)  山の内橋梁下の航行は次の通り行うものとする。 

(イ) 山下営業所から横浜駅東口営業所へ向かうとき。 

左から第３番目の水路 

(ロ) 横浜駅東口営業所から山下営業所へ向かうとき 

右から第３番目の水路 

(6) 新港橋梁下の航行は次の通り行うものとする。 

中央水路 

(7)  汽車道橋梁下の航行は次の通り行うものとする。 

右側の水路 

(速力基準等) 

第 ８ 条  速力基準は使用機関の７ / 10 出力とし、特に気象・海象、他船の状況及び 

旅客の状況により速力調整を随時行うものとする。使用船舶の速力基準表を 

別表１とする。 

 

(通常連絡等) 

第 ９ 条  船長は、通常航行を変更し、又は航行の安全に必要な事項が生じた場合直ち 

に運航管理者へ連絡しなければならない。 

２ 運航管理者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項が生じた場 

合は、その都度速やかに連絡するものとする。 

３  船長は、下表のうち基準航路上の次の(１)の地点を通過したときは、発航地 

の営業所の副運航管理者あて(２)の事項を連絡しなければならない。 

 

クルーズ名 

通報内容 

マリーンルージュデ

ィナークルーズ等 

超工場夜景クルーズ 羽田クルーズ 

（１）通過地点 鶴見つばさ橋 大師運河折り返し点 羽田沖折り返し点 

 

 

（２）連絡事項 

①つばさ橋橋梁下 ① 大師運河折り返し点 ① 羽田沖折り返し点 

② 通過時刻。 

③ 海上模様については、横浜港内の航行であり天候の急変があった場合

のみとする。 

④ 入港時刻に変更がある場合はその時刻。 
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(連絡方法) 

第 10 条  船長と運航管理者(副運航管理者)の連絡は、次の方法による。 

 

  

区 分 

 

 

連 絡 先 

 

連絡方法 

 

（１） 

 

 

通常の場合 

 

 

当該船舶が航行又は停泊している

地点を管理する営業所 

 

 

MCA 

無線電話 

 

（２） 

 

 

緊急の場合 

 

本社（運航管理者） 

 

携帯電話 

 

(機器点検) 

第 11 条  船長は、入港着岸前に安全な海域においてクラッチ・舵等の点検を実施し、 

緩やかな行脚で達着を行うものとする。 

(記録) 

第 12 条  船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その 

内容を書面に記録し、１年間保存するものとする。  
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別表１ 令和７年２月１日時点

速力基準表（観光船・シーバス用）

船名 

 区分 速力ノット 機関回転数/分

最微速 5 600

微速 8 1000

半速 12 1300

全速 13.4 1450

航海速力 12 1300

船名 

 区分 速力ノット 機関回転数/分 速力ノット 機関回転数/分 速力ノット 機関回転数/分

最微速 3 700 9 1300 11 2140

微速 5 1000 11.5 1650 15.2 2700

半速 8 1400 12.9 1930 19.8 3090

全速 10.9 2200 14 2150 22.5 3350

航海速力 10 1900 12.5 1900 12.5 2200

マリーンルージュ

シーバス５ SEABASS ZERO SEABASS ACE


